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「野菜の産地強化計画の策定について」の一部改正について

野菜産地においては、担い手を中心とした競争力ある生産供給体制の確立のため、

野菜生産の構造改革に取り組んでいるところであるが、産地の高齢化が進展する中、

将来においても安定的な野菜の生産及び供給を確保するためには、現在担い手足り

得る生産者の中でも、特に将来においても安定的かつ継続的に野菜の生産を行うこ

とが見込まれる者（以下「安定的・継続的生産者」という。）を育成し、このよう

な者を中心とした産地を重点的に支援し、育成していく必要がある。

このため、認定農業者及びこれに準ずる者として都道府県知事が特に認める者を

安定的・継続的生産者として産地強化計画に位置付け、産地の全作付面積に占める

これらの者の作付面積の割合を重点的に支援する産地を選定する上での指標として

用いることとし、野菜の産地強化計画の策定について（平成１３年１１月１６日付

け１３生産第６３７９号農林水産省生産局長通知。以下「策定について」とい

う。）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、産地強化計画の策定又は変

更につき適切な御指導をお願いする。

なお、経過措置として、指定野菜価格安定対策事業実施要領（平成１５年９月２

９日付け１５生産第４１５７号農林水産事務次官依命通知）第５の１の価格差補給

交付金等の交付に係る交付予約を行おうとする登録出荷団体に対し当該予約に係る

野菜の出荷の委託を行おうとする産地（以下「交付予約の申込みを行おうとする産

地」という。）以外の産地に係る産地強化計画にあっては、策定について第２及び

第７の規定の適用については、当分の間、従前の例によることができること等を定

めたので、御了知願いたい。

また、平成１９年度から、指定野菜価格安定対策事業実施要領第１に規定する指

定野菜価格安定対策事業においても、安定的・継続的生産者を中心とする競争力の

高い生産供給体制の確立を目指す産地に対して重点的に支援する仕組みを導入する

こととしているところであるので、交付予約の申込みを行おうとする産地について

は、秋冬～冬春もの等（平成１９年８月３１日が交付予約申込期限である野菜をい

う。）を生産する場合には平成１９年７月１０日までに、その他の場合には同年１

２月３１日までに、この通知による改正後の策定についてに基づき産地強化計画の

策定又は変更の認定を完了するよう御指導願いたい。


